
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
 消防法第３６条第１項（第８条の２第６項準用） 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

処分基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない。 

〔火災以外の災害についての準用〕 

第三十六条 第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で

定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として

政令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。表 省略 

処 分 基 準 

設定年月日 
令和６年 ３月２１日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 消防本部 消防課 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 

 


